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※知的財産のスペシャリストをクリエイトする※

知 的 財 産 研 究 セ ン タ ー

９月１２日以降にキャンセルされた場合、参加料は理由の如

何を問わずご請求させていただきますので予めご了承下さい。

開催場所

一般社団法人発明推進協会
研修ルーム

東京都港区虎ノ門2-9-14
発明会館ビル7階

参加料

一般36,000円

会員32,000円 (消費税込）

平成２４年９月２０日（木）-２１日（金） 10：00～17：00

講師：大貫 進介 氏
（伊東国際特許事務所 上級副所長・弁理士 ）

拒絶理由通知への応答書面である意見書及び手続補正書は、特許庁審査官等
に対して提出する、権利化するための重要な書面です。
しかしながら、意見書・補正書の記載方法如何によっては、権利化後の技術的範囲
が狭くなる可能性があるため、慎重に作成する必要があります。
本講座では、単に特許の権利化だけに着目するのではなく、権利行使をも十分考
慮した攻めと守りの中間手続について、最新の法律と判決例に基づいて平易に解
説いたします。
講師の長年に亘る豊富で様々な実務経験を活かした、実際に役立つ、Ｑ＆Ａを多く
採り入れた講義です。

※受講者には、発明推進協会発行の『権利行使を考慮した特許出願の戦略的中間手続（第２
版）』（H24.09発行）を差し上げます。

◇本講座は、企業や特許事務所で中間処理業務を担当しておられる方は勿論、特許管理、出願
戦略に携わっておられる方々にも最適な講座です。 この機会に是非ご参加ください。

弁理士の皆様へ この研修は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。本講座を受講し、所
定の申請をすると、外部研修として１１単位が認められる予定です。

知的財産権講座

定員

４０４０名

■ 申込方法・お問い合わせ先
・当推進協会HＰ(http://www.jiii.or.jp)もしくは
ＦＡＸにてお申込みください。
◆検索ワード⇒

一般社団法人 発明推進協会 知的財産研究センター
研修チーム

ＴＥＬ：03(3502)5439
FAX：03(3506)8788

E-mail：kouza-form@jiii.or.jp

JIII 検 索

http://www.jiii.or.jp/
http://www.jiii.or.jp/
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